
画 

1 . 

2 . 

概ね 3 兆円規模の税源移譲を 目指す。 

概ね 3 兆円規模の税源移譲のうち、 その 8 割方について 次のと 

おりとする。 

2 義務教育費国度負担金 ( 暫定 ) 

( 平成 17 年度分 ( 暫定 ) 

Z 国民健康保険 

2 文教 ( 義務教育費国庫負担金を 除く ) 

2 社会保障 ( 国民健康保険を 除く ) 

2 農水省 

Z 陸産省 

2 公営住宅家賃収入補助 

Z 総務省、 環境省 

平成 16 年度分 

8,500 億円程度 

4,250 億円 ) 

7,0 ㎝億円程度 

170 億円程度 

850 億円程度 

250 億円程度 

100 億円程度 

640 億円程度 

90 億円程度 

6,560 億円程度 

3 . 

税源移譲 額 合計 24.160  億円程度 

平成 17 年中に、 以下について 検討を行い、 結論を得る。 

(1) 生活保護 2 児童扶養手当に 関する負担金の 改革 

(2) 公立文教施設等、 建設国債対象経費であ る施設費の取扱い 

(3) その他 

( 注 i) 
① 生活保護費負担金及 び 児童扶養手当の 補助率の見直しについては、 地方団 

体関係者が参加する 協議機関を設置して 検討を行い、 平成 17 年秋までに 

結論を得て、 平成 18 年度から実施する。 

② 公立文教施設芙の 取り扱いについては、 義務教育のあ り方等について 平成 

17 年秋までに結論を 出す中央教育審議会の 審議結果を踏まえ、 決定する。 

-6 一 
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平成 ¥T 年度及び平成 18 年度に行 う 3 兆円規模の国庫補助負担金改革の 工程表 

取組み状況 

内閣水府 10 億円程度 

概 要 

生活情報体制整備等交付金、 交通事故相談所交付金、 民間資金等活用事業調査費補助 

金 等   

総務省 90 億円程度 消防防災設備整備費補助金 ( 緊急消防援助隊関係設備分を 除く ) 、 地域情報通信 ネ、 ッ 

トワータ基盤整備事業費補助金、 情報通信システム 整備促進 費 補助金 等 

文部科学 省 義務教育費国庫負担金 

8,500 億円程度の減額 ( 暫定 ) 

( う ち 17 年度分 ( 暫定 ) 4.250 億減額相当分は 税源移譲予定特例交付金 ( 教職員給与費を 基本に配分 ) により措置 

円 )   
その他の国庫補助負担金等 要 保護 及準要 保護児童生徒援助 費 補助金、 教員研修事業費 等 補助金、 高等学校等奨学 

230  億円程度 事業費補助金、 学校教育設備整備費等補助金 等 

厚生労働省 9,340 億円程度 国民健康保険国庫負担・ 養護老人ホーム 等保護費負担金、 児童保護費等補助金 ( 産休 

    代替保育士 費等 補助金等 ) 、 在宅福祉事業費補助金 ( 生活支援ハウス 等 ) 、 社会福祉施 

設 等 施設整備費補助金 Z 負担金 等 

農林水産省 3,040 億円程度 経営体育成基盤整備事業費補助、 治山事業費補助、 農道整備事業費補助、 水土保全称 

整備治山事業費補助・ 協同農業普及事業交付金、 農業委員会交付金 等 

経済産業省 180 億円程度 小規模企業等活性化補助金、 中心市街地商業等活性化総合支援事業費補助金、 産業 再 

配置促進環境整備費補助金、 輸入関連事業者集積促進事業費補助金 等 

国土交通省 6,460 億円程度 公営住宅家賃対策等補助 ( 公営住宅家賃収入補助 ) 、 住宅産業構造改革等推進補助金・ 

  
  土地利用転換計画策定等補助金、 土地分類調査費 等 補助金、 特定賃貸住宅建設融資 利 

子 補給補助 等 

環境省 530 億円程度 環境監視調査等補助金、 鳥獣等保護事業費補助金、 廃棄物処理施設整備費補助 等 

合計 28.380  億円程度 

( 注 )  28,380 億円のうち 17,700 億円は税源移譲につながる 改革  
 4,700 億円はスリム 化の改革 

6,000 億円は交付金化の 改革 



回 による関与・ 規制の具体的事例に 対する 各府 省の対応 

No. 省庁 名 事 例 各 府 省 の 対 応 

 
 

Ⅰ厚生労働省木造による 社会福祉施設の 整備が困難。 構造改革特 区 において入居者の 安全が確保されている 場合に容認している。 

 
 

2 

3 

  
農林水産省られていない。 中山間地域総合整備事業により 整備した活性化施設では 直売施設等が 認め 地域再生計画の 申請があ り、 認定基準を満たす 場合，活性化施設を 直売施設 などに転用することを 認める。   に 転用できる。 なお、 地域再生プロバラムで 認定を受ければ 転用は可能。    

 

  

6 国土交通省 握驚暮笛 営ま騒客 也彊絡笘滞 親政 た 除して，バリアフリ 一法による国の 基 基準，審査の 廃止、 地方への権 限移譲は困難だが、 市町村のバリアフリー 化 0 基本構想の作成を 支援する。 

7 厚生労働省個別的労使紛争の 解決が国の事務とされ、 地方と競合している。   ス
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8 農林水産省きない。 持続性の高い 農業生産方式の 導入に際して、 地方の特性を 生かすことがで 道
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9 国土交通省海岸保全施設の 農林水産省 整備が一体的にできない。   平成 17 年度から、 大臣間協議等の 活用による一体的な 整備を推進する。 

 
 

]0 経済産業省分かれている。 商工会議所の 定款 ( 役員及 び 部会部分 ) 変更の認可権 限が国と都道府県に 地方からの提案の 詳細、 具体的な二一 ズ 等を確認した 上で， 真 単に検討する 

( 注 ) 地方六団体の「国庫補助負担 全 等に関する改革案」 ( 別表 3) について、 各府 省から提出された 検討結果等をまとめたものであ る。 

 
 

引
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国 による関与・ 規制の具体的事例に 対する 各府 省の対応 

NO. 省庁 名 事 例 各 府 省 の 対 応 
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14 国土交通省 

15 国土交通省 

Ⅰ 6 農林水産省 

]7 厚生労働省 

国土交通省 
18 農林水産省 

環境省 

19 厚生労働省 

  

大規模な農地転用について 国の許可，協議が 必要。 

国定公国内の 新たな遊歩道整備に 係る計画変更が 困難。 
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新住宅市街地開発 注 に係る小規模宅地処分が 困難。 

松 くい虫の防除作業のための 区域指定の協議に 時間がかかる。 

認可保育所の 人所要件が障害となっている。 

  

地方公共団体の 各種基本計画にかかる 国の関与が障害となっている。 

職業能力開発校の 設置が 糞務 づけられており、 利用者が少なくなっても 廃校 
できない。 
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農地制度改革の 中で検討していく。 

すでに規制は 廃止されている。 
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民間事業者を 積極的に活用することにより、 迅速な処分を 促進するよ う 検討を 
進める。 

平成 16 年中に、 協議期間を従来の 30 日から 15 日に短縮する。 

条例の定め等によって 現行制度でも 対応可能であ る。 
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職業訓練の機会が 十分確保されないおそれがあ り，廃止できない。 

各 麻雀において、 地方の指摘を 踏まえ、 地方公共団体の 過重な負担にならな 

いよう適切に 運用すべき。 ( 総務省 ) 
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地方公共団体向け 補助金等 ( 以下「補助金等」という。 ) の執行については、 

地方公共団体の 事業執行の円滑化、 事務負担の軽減の 観点から、 これまでも 各 

般の措置がとられてきているが、 現状においてもなお 不十分であ るとの地方の 

声を国として 真摯に受け止め、 そのニーズを 踏まえた抜本的な 改善を図るため 

に 、 以下の措置を 講ずるものとする。 

0  補助金等の交付決定については、 年度後半とりわけ 年度末近くに 行わ 

れている補助金等が 少なくない現状に 鑑み、 できる限り第 t 四半期に行 

うように努め、 遅くとも原則上半期に 行う。 

また、 補助金等の交付についても、 概算払い等を 可能な限り活用し、 

上記の趣旨を 踏まえ、 地方公共団体の 円滑な事業執行に 資するよう早期 

は 行う。 

0  地方向け補助金等の 交付申請手続きについては、 事前手続も含め、 一 

層 簡素化することとし、 各省各庁において 地方の要望を 聴取し、 各大臣 

が責任を持って 具体的改善を 図る。 

0  なお、 地方公共団体の 事業執行の円滑化、 事務負担の軽減のみならず、 

自主性の尊重の 観点からも、 できる限り地方の 裁量権 を確保できる 仕組 

みとなるような 交付金化等を 図る。 

これらは、 地方のみならず、 国の行政効率化にも 著しく資することを 踏まえ・ 

その実現のため、 各大臣は自らリーダーシップをとって 改革に取り組み、 実施 

状況を官房長官に 報告することとする。 
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三位一休改革に 係る政府・与党合意の 概要 ( 厚生労働省所管 分 ) 
  

地方 6 団体の提案 ( 約 9. 440 億 Hl 工 

I 特別会計 事棄 480 帖 円   
    

社会福祉施 投 整備 英 ]. 300 億円 
保健衛生地 投接脩技 100 りほ @' Ⅱ 
医療 施 故券 整傭俺 「 70 り占占 f' 弓 

                                                                                                                            も Ⅰ 哺細が援媛遥憶輯遼怒   
社会福祉 230 位 円 

医陳 ・保健衛生 450 仏門 

I 障害者施策 QBO は 円 l 
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服 、 政府・与党合意 J 皿 』 

国保以外の移 醸 補助負担金 850 億円程度 
( う ち厚生労働省提案 650 億円 ) 

  

 
 

十
 

  7.B5O 億円柱 皮 

    

[ 施設整備費関係 ]   

]. 390 

億円程度 
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ト 1.910 億円程度 

( 参考 ) 政府・与党合意全体の 概要 Ⅰ } } ト， 
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税源移譲対象事項の 概要 

0 国民健康保険 [7, 000 億円程度 ] 

号 円 

( 国民健康保険を 除く税源移譲 額 8 5 0 億円程度 ) 

0 養護老人ホーム 等保護費負担金 [ 約 567 億円 ] 
養護老人ホームの 運営に要する 経 

0 在宅福祉事業費補助金の 一部 [ 約 1 20 億円 ] 
生活支援ハウスの 運営に要する 経費 
市町村が行 う 高齢者等の緊急通報体制の 整備等に要する 経費 

0 児童保護費等補助金の 一部 [ 約 9 1 億 H] 
保育 モ 等が出産休暇等を 取得する場合の 代替職員の雇い 上げ経費 
公立保育所における 延長保育基本分 ( 閉所時間内の 職員の加配経費 ) 

0 医療施設運営費等補助金の 一部 [ 約 28 億円 ] 
病院が輪番制により 行 う 休日・夜間における 救急医療体制の 確保に要する 経費 

0 母子保健衛生費負担金の 一部 [ 約 1 4 億円 ] 
市町村が行 う 1 歳 6 か 月尻・ 3 歳児の健康診査に 要する経費 

0 医療関係者養成確保対策費等補助金の 一部 [ 約 8 億円 ] 
看護 師 養成所等に在学中の 学生に修学資金を 貸与する事業の 貸付原資への 補助 

0 国民健康保険特別対策費補助金の 一部 [ 約 8 億円 ] 
退職被保険者に 係る適用の適正化、 都道府県の医療費適正化等の 事業に要する 経費 

0 保健衛生施設等設備整備費補助金の 一部 [ 約 5 億円 ] 
保健所及び市町村保健センタ 一の初度設備等に 対する補助 

0 麻薬取締員 費等 交付金 [ 約 5 億円 ] 
都道府県の「麻薬取締員」に 係る人件費等 

0 国民健康保険広域化等支援事業費 等 補助金の一部 Ⅰ約 5 ィ惹円 Ⅰ 

都道府県が行 う 保険者に対する 国保事業の運営に 係る助言・指導等の 経費 

0 疾病予防対策事業費 等 補助金の一部 [ 約 「億円 ] 
都道府県が行 う 献血の推進を 図るための啓発事業に 対する補助 

0 麻薬等対策推進費補助金 [ 約 1 億円 ) 
都道府県の「麻薬中毒者相談員」、 「薬物乱用防止指導員」の 活動に対する 補助 

0 児童福祉事業対策費等補助金の 一部 [ 約 1 億円 ] 
社会福祉法人が 設置する保育士養成所に 対する補助 
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三位一休改革の 概要 ( 児童福祉関係 ) 

f Ⅰ ｜     

・私立保育所の 運営費 
・児童養護施設等の 措置豊 中 現行の補助制度を 維持 

(3,529 億 n)   現行の補助制度を 維持 
(269 億 H) 

  

・延長保育 ( 公立 甚 本分を除く ) 

・子育て支援対策 ( つどい 

の広場等 )   
・保育所等の 施設整備費 

・児童虐待防止対策 

・ DV 対策、 女性保護対策 

( 次世代育成支援対策施設整備等     
      

，母子家庭の 自立支援事業     統合補助金化 (36 億円 ) 

( 母子保健医療対策等総合支援事業 ) 
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Ⅹ児童扶養手当の 補助率の見直しについては、 地方団体関係者が 参加する協議機関 

を設置して検討を 行い、 平成 17 年秋までに結論を 得て、 平成 18 年度から実施する。 
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「姉位一体改革に 関する地方六団体提案」に 対する意見 

  

  

  

  

平成Ⅰ 6 年「 0 月下日 

社会保障審議会児童部会 

0  住民に身近在地方公共固体が、 住民ニーズに 的確に対応した 地域づくり 

を 行えるよう、 地域の自主性・ 裁量を高め、 地方分権 を推進していこ うと 

いう三位一体改革の 基本的理念は 尊重されるぺきであ る。 

0  しかしながら、 地域の子育て 支援や人格形成の 重要な時期であ る就学双 

の子どもの育ちを 支える保育をはじめとする 次世代育成支援対策関連の 国 

庫 補助負担金の 多くが廃止の 対象として提案されていることについては、 

以下のような 観点から、 少なくとち現時点においてこれらの 補助負担金の 

廃止を行うことは 時期尚早であ ると考えており、 国 と地方の役割分担につ 

いて、 十分かつ慎重な 議論が求められる。 

(1 ) 合計特殊出生率が「・ 29 と史上最低を 更新するなど 少子化の進行が 

止まらず、 我が国の将来の 経済社会に深刻な 影響を及ぼすことが 懸念され 

ている。 また、 児童虐待や少年非行など 子どもの育ちを 巡る状況は深刻さ 

を 増している。 

こうした状況の 中で、 国家的課題と 言うべき次世代育成支援対策は 喫緊 

の 課題であ り、 国、 地方、 企業を挙けて 取り組んで行かなけれ ば ならない 

今、 とり ねけ 国においては 先導的な役割を 果たすことが 期待される。 

また、 提案内容 は、 子ども関連の 補助金が多くを 占めているなど 高齢者 

や障害者関連の 補助金の取扱いと 著しくパランスを 欠いているが、 現状に 

おいてさえ、 社会保障給付が 高齢者関係給付に 偏っており、 児童分野への 

思い切った財源の 投入が強く求められている。 こうしたことから、 社会保 

障 全体のあ り方をどう考えるか、 という視点も 重要であ る。 

(2) 次世代育成支援の 取組は、 次世代育成支援対策推進法に 基づく地方自 

治 体の取組が来年度からスタートするなどようやくその 一歩を踏み出した 

ところであ り、 地域間格差 ち 大きく、 今後、 全体的な底上げが 必要な分野 

であ る。 
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また、 特に、 虐待の被害児童など 要 保護児童対策 ゆ DV 対策などの課題 

については、 利益代弁者がいないと 屯すれば 見 過ごされやすい 分野であ る 

こと、 また、 取組が緒についたばかりであ ることなど、 国による必要最低 

限のセーフティネットのシステムを、 まさにこれから 作り上げていかなけ 

れば ならない分野であ る。 

0  他方、 現行の国庫補助負担金は 、 例え ぼ 、 補助要件や基準が 細分化され、 

地方の柔軟な 対応が困難であ るといった問題点なども 指摘されており、 国 

においても、 これらを柔軟な 色のにしていくことや、 取組が昔 及 ・定着し 

たものについては、 積極的に地方への 移譲を検討するなどの 補助金改革は 

真摯に進められるべきであ る。 

さらに、 地域社会や家族のあ り方が変容する 中、 多様化するニーズに 的 

確に応えていくための 今後の次世代育成支援サービスのあ り方について 

も、 総合的な検討が 加えられるべきであ る。 

0  最後に 、 繰り返しになるが、 児童虐待への 行政の取組は 子どもの命に 関 

わ るものであ り、 地域間格差や 停滞があ ってはならないと 考えるが、 現実 

には、 例え ぽ 、 地方交付税措置により 対応がなされている 児童相談所の 児 

童 福祉司の配置については、 大きな地域間格差が 存在している。 こうした 

中 で、 大変遺憾なことに、 痛ましい子どもの 虐待死という 事件が後を絶た 

ない。 

このような不幸な 事件が繰り返されることのなれよ う 、 国、 地方が挙げ 

て、 子どもの生存・ 発達に関わる 児童相談所や 児童養護施設など 児童虐待 

防止に関ねる 体制の抜本的な 強化・充実を 図ることを強く 訴えたい。 
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